
 
「
令
和
八
年
版 

戸
籍
実
務
六
法
」
お
詫
び
と
訂
正
（
令
和
七
年
一
二
月
二
三
日
現
在
） 

  

本
書
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
頁
以
降
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
読
者
の
皆
様
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
謹
ん
で
訂
正
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

な
お
、
本
書
六
〇
二
頁
以
下
「
戸
籍
事
務
取
扱
準
則
制
定
標
準
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
ち
ら
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
修
正
版
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

日
本
加
除
出
版
株
式
会
社 

 
 

https://www.kajo.co.jp/data/junsokuseiteihyoujun.pdf


◎ 
六
一
〇
頁
上
段
の
左
か
ら
一
三
・
一
二
行
目 

「
戸
籍
事
務
取
扱
準
則
制
定
標
準 

第
六
十
八
条
」
の
条
文
中 

【
誤
】
使
用
に
係
る
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
と
請
求
を
す 

る
者
の
使
用
に
係
電
子
計
算
機
と
請
求
を
す
る
者
の
使
用 

【
正
】
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
請
求
を
す
る
者
の
使
用 



◎ 618 頁 「付録第 18 号様式（第 21 条第２項関係）」の「戸籍事件表（その１）」の項番「23」   
及び「24」欄 

 
 
 
 

【誤】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【正】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 618 頁 「付録第 18 号様式（第 21 条第２項関係）」の「戸籍事件表（その１）」の「（注）」 

【誤】（３）電子情報処理組織を用いた届出又は申請等を処理する市区町村については、届出総数の
事件表のほか、同様式により、オンライン届出事件数の事件表を別途報告するものとする。 

 
【正】（３）２３欄⑥「附則１０条１項等」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第 48 号）附則１０条１項か
ら４項まで又は１１条により、家庭裁判所の許可を得ることなく氏の振り仮名の変更届出が
された件数であり、２４欄③「附則１２条１項等」は、同附則１２条１項から４項までの規
定により、家庭裁判所の許可を得ることなく名の振り仮名の変更届出がされた件数である。 

（４）電子情報処理組織を用いた届出又は申請等を処理する市区町村については、届出総数の事     
件表のほか、同様式により、オンライン届出事件数の事件表を併せて報告するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 621 頁 「付録第 19 号書式（第 22 条関係）」の「事件本人」の「氏名」欄 

①法107条1項

②法107条2項

③法107条3項

④法107条4項

⑤　　計

24

23

氏
の
変
更

　名　の　変　更

①法107条1項

②法107条2項

③法107条3項

④法107条4項

⑤法107条の3

⑥附則10条1項等

⑦　　計

①法107条の2

②法107条の4

③附則12条1項等

④　　計

名
の
変
更

24

氏
の
変
更

23



【誤】 

 
 

【正】 

 
 

◎ 622 頁 「付録第 20 号書式（第 23 条第２項関係）」の「事件本人」の「氏名」欄 

【誤】 

 
 

【正】 

 
 

◎ 625 頁 「付録第 26 号様式（第 36 条第１項関係）」中 

【誤】本籍人（非本籍人）〇冊中の１ 

【正】〇冊中の１ 

 

◎ 627 頁 「付録第 30 号書式（第 39 条関係）」の「事件本人」の「氏名」欄 

【誤】 

 
 

【正】 

 
 

◎ 628 頁 「付録第 31 号書式（第 40 条第２項関係）」の「（６）氏名及び男女の別」欄 

【誤】 

 
 

【正】 

 
 

◎ 628 頁 「付録第 32 号様式（第 41 条第１項関係）」の「事件本人」の「氏名」欄 

【誤】 

 

【正】 

 
 

◎ 629 頁 「付録第 33 号様式（第 42 条第係）」の「（１）氏名」欄 

　氏　　　 　 　名

　フ   リ   ガ   ナ
　氏　　　　 　 名

　氏　　　 　 　名

　フ   リ   ガ   ナ
　氏　　　　 　 名

　氏　　　 　 　名

　フ   リ   ガ   ナ
　氏　　　　 　 名

（６）
 氏  名  及  び
 男  女  の  別

（６）
 フ   リ   ガ  ナ
 氏            名
 男  女  の  別

 氏　  　名

 フ リ ガ ナ
 氏　　  名



【誤】 

 
 

【正】 

 
 

◎ 639 頁 「付録第 56 号書式（第 70 条第２項関係）」中 

【誤】事件本人   戸籍の表示   氏  名 

【正】事件本人   戸籍の表示   氏  名（フリガナ）

（１） 　氏　　　 　 　名

（１） 　フ   リ   ガ   ナ
　氏　　　　 　 名



◎ 

一
六
九
四
頁
「
付
録
第
４
号
様
式
」
を
次
の
様
式
に
差
し
替
え
る
。 

 

 



◎ 
一
七
一
九
頁
「
戸
籍
に
関
す
る
届
出
事
件
の
種
類
及
び
諸
要
件
一
覧
表
」
の
「
名
の
変
更
届
」
欄
の
次
に
左
表
を
追
加
挿
入
す
る
。 

 

届
出

種
別

名
の
振
り
仮
名
の

変
更
届
（

附
則
第

一
二
条
）

氏
の
振
り
仮
名
の

変
更
届
（

附
則
第

一
〇
条
、

第
一
一

条
）

名
の
振
り
仮
名
届

氏
の
振
り
仮
名
届

名
の
振
り
仮
名
の

変
更
届
（

戸
籍
法

第
一
〇
七
条
の

四
）

氏
の
振
り
仮
名
の

変
更
届
（

戸
籍
法

第
一
〇
七
条
の

三
）

届
出
事
件
細
別

名
の
振
り
仮
名
の
変

更
を
す
る
者

氏
の
振
り
仮
名
の
変

更
を
す
る
者

右
　
同

在
籍
者
（

第
三
号
施

行
日
（

令
和
七
年
五

月
二
六
日
）

に
現
に

戸
籍
に
在
籍
し
て
い

る
者
）

名
の
振
り
仮
名
の
変

更
を
す
る
者

氏
の
振
り
仮
名
の
変

更
を
す
る
者

届
出
事
件
本
人

右
　
同

届
出
に
よ
っ

て
効
力

を
生
ず
る
た
め
届
出

期
間
は
な
い
が
、

届

出
が
で
き
る
の
は
一

度
に
限
ら
れ
て
い

る
。

右
　
同

第
三
号
施
行
日
（

令

和
七
年
五
月
二
六

日
）

か
ら
一
年
以
内

（

施
行
日
か
ら
起

算
）

に
届
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

右
　
同

届
出
に
よ
っ

て
効
力

を
生
ず
る
た
め
届
出

期
間
は
な
い
。

届
出
期
間

名
の
振
り
仮
名
を
変

更
す
る
者
の
本
籍
地

又
は
所
在
地

氏
の
振
り
仮
名
を
変

更
す
る
者
の
本
籍
地

又
は
所
在
地

名
の
振
り
仮
名
を
届

出
す
る
者
の
本
籍
地

又
は
所
在
地

氏
の
振
り
仮
名
を
届

出
す
る
者
の
本
籍
地

又
は
所
在
地

名
の
振
り
仮
名
を
変

更
す
る
者
の
本
籍
地

又
は
所
在
地

氏
の
振
り
仮
名
を
変

更
す
る
者
の
本
籍
地

又
は
所
在
地

届
出
地

名
の
振
り
仮
名
の
変

更
を
す
る
者

筆
頭
者
及
び
配
偶
者

名
の
振
り
仮
名
を
付

す
者

筆
頭
者

筆
頭
者
が
除
籍
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、

配

偶
者
（

除
籍
者
は
除

く
。
）
、

子
（

除
籍

者
は
除
く
。
）

の
順

位
に
よ
り
届
出

名
の
振
り
仮
名
の
変

更
を
す
る
者

筆
頭
者
及
び
配
偶
者

届
出
義
務
者
・
届
出

人
・
証
人

名
の
読
み
方
が
一
般
に

通
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
な
い
場
合
は
、

通

用
し
て
い
る
こ
と
を
証

す
る
書
面
（

戸
籍
法
一

三
条
二
項
の
場
合
）

氏
の
読
み
方
が
一
般
に

通
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
て
い
な
い
場
合

は
、

通
用
し
て
い
る
こ

と
を
証
す
る
書
面
（

戸

籍
法
一
三
条
二
項
の
場

合
）

名
の
読
み
方
が
一
般
に

通
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
な
い
場
合
は
、

通

用
し
て
い
る
こ
と
を
証

す
る
書
面
（

第
二
項
の

場
合
）

氏
の
読
み
方
が
一
般
に

通
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
な
い
場
合
は
、

通

用
し
て
い
る
こ
と
を
証

す
る
書
面
（

第
二
項
の

場
合
）

名
の
振
り
仮
名
の
変
更

許
可
の
審
判
の
謄
本

氏
の
変
更
許
可
の
審
判

の
謄
本
及
び
確
定
証
明

書 添
付
書
類

戸
一
三
、

二
九
、

附
一
二

戸
一
三
、

二
九
、

附
則
一
〇
、

一
一

戸
一
三
、

二
九
、

令
和
五
年
法
律
四

八
号
附
則
八

戸
一
三
、

二
九
、

令
和
五
年
法
律
四

八
号
附
則
六

戸
一
三
、

二
九
、

一
〇
七
の
四

戸
一
三
、

二
九
、

一
〇
七
の
三

関
係
法
条

氏　　名　　の　　変　　更

※
表
中
の
「

第
三
号
施
行
日
」

は
、
「

令
和
五
年
法
律
第
四
八
号
附
則
第
一
条
第
三
号
施
行
日
」

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。


